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小金井市自殺対策計画の改定について 

 

 

 小金井市自殺対策計画は、自殺対策基本法第１３条第２項の規定により、本市における

実情を勘案して定める自殺対策を推進するための計画であるとともに、国の「自殺総合対

策大綱」東京都の「東京都自殺総合対策計画」に対応するものです。 

現行の小金井市自殺対策計画は、令和２年度から令和５年度までの期間となっているこ

とから、今年１年間で改訂作業を行い、令和６年度に改定を行う予定です。 

次期計画については、本市の保健福祉施策を総合的に推進するための計画である「保健

福祉総合計画」の計画期間との整合を図っていくため、令和６年度から令和１１年度まで

の６年間を計画期間とします。 
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